
日　時　　平成３０年８月２９日（水）　午後６時

会  場　  市役所９階　第１委員会室                                 

平成 ３０ 年

苫小牧市国民健康保険運営協議会

第４回国民健康保険運営協議会

議　　　　案



　１　諮問

　２　市長挨拶

　３　開会

　４　会長挨拶

　５　報告事項

　　第１号　　国民健康保険運営協議会委員の委嘱について

　　第２号　　第１４回定例会以降の市議会の結果について

　　第３号　　平成２９年度国民健康保険事業会計決算について

　６　協議事項

　　第１号　　市長からの諮問事項

　　　　　　　苫小牧市税条例の一部改正について

　７　その他

　

会　　議　　次　　第



　報告事項第１号

　　 国民健康保険運営協議会委員の委嘱について

　　　１　被用者保険等保険者を代表する委員の委嘱について

　　　＜苫小牧市国民健康保険条例抜粋＞

　（協議会の委員の定数）

　 　第３条　協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところ

　　による。

　（１）被保険者を代表する委員　　　　　　　　　３人

　（２）保険医又は保険薬剤師を代表する委員　　　３人

　（３）公益を代表する委員　　　　　　　　　　　３人

　（４）被用者保険等保険者を代表する委員　　　　１人

　２　前項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、

　　市長が、別に定める。



　報告事項第２号

　　　第１４回定例会以降の市議会の結果について

　第１４回定例会（平成３０年２月２３日から３月１６日まで開催）

　　（１）平成２９年度国民健康保険事業特別会計第２回補正予算案

　　　　　　　　　　　　　　　２月２３日全会一致により可決

　　（２）平成３０年度国民健康保険事業特別会計予算案

　　（３）苫小牧市税条例等の一部改正

　　　　　　　　　　　　　　　３月１３日全会一致により可決

　第１５回定例会（平成３０年６月７日から６月１５日まで開催）

　　（１）苫小牧市税条例の一部改正

　　　　　　　　　　　　　　　６月７日承認

　第１６回臨時会（平成３０年７月１７日開催）

　　（１）平成３０年度国民健康保険事業特別会計第１回補正予算案

　　　　　　　　　　　　　　　７月１７日全会一致により可決



報告事項第３号

平成２９年度国民健康保険事業会計決算について

●歳入 ●歳出

522,263千円

19,984,437千円 19,462,174千円

歳入歳出差引 は翌年度へ繰越

総務費 

380,990 
1.96% 

保険給付費 

11,387,600 
58.51% 

後期高齢者支

援金 

1,983,391 
10.19% 

前期高齢者納

付金ほか 

229,956 
1.18% 

介護納付金 

696,928 
3.58% 

共同事業拠出

金 

4,207,711 
21.62% 

保健事業費 

128,856 
0.66% 

基金積立金 

446,742 
2.30% 

保険税 

2,972,927 
14.88% 

国道支出金 

5,337,416 
26.71% 

療給交付金 

401,463 
2.01% 

共同事業交付

金 

3,984,995 
19.94% 

前期高齢者交

付金 

5,046,875 
25.25% 

繰入金 

1,776,802 
8.89% 

繰越金ほか 

463,959 
2.32% 



国保世帯数・被保者数の推移（３－２ベース年度平均） 国保税調定額・収納率の推移（現年度分）

　　後期高齢者支援金・介護納付金の推移保険給付費の推移

26,278 25,958 25,326 24,486 23,398 

41,573 
40,659 

39,192 
37,497 

35,318 
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協議事項第１号 市長からの諮問事項 

苫小牧市税条例の一部改正について 

 

 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の税率等の改正 

 

基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額について、所得割額の率、均等割額、平

等割額を次のように改正する。 

 

【基礎課税額】 

 現  行 改  正 備  考 

所 得 割 額 ８．２２％ ７．８８％ 第１３８条第１項の改正 

均 等 割 額 １７，７００円 １６，７００円 第１３８条第３項の改正 

平 等 割 額 

（下記以外） 
３０，７００円 ２９，９００円 第１３８条第４項第１号の改正 

平 等 割 額 

（特定世帯） 
１５，３５０円 １４，９５０円 第１３８条第４項第２号の改正 

平 等 割 額 

（特定継続世帯） 
２３，０２５円 ２２，４２５円 第１３８条第４項第３号の改正 

 

【後期高齢者支援金等課税額】 

 現  行 改  正 備  考 

所 得 割 額 ２．５％ ２．８１％ 第１３８条の２第１項の改正 

均 等 割 額 ７，３００円 ８，６００円 第１３８条の２第２項の改正 

平 等 割 額 

（下記以外） 
５，８００円 ６，６００円 第１３８条の２第３項第１号の改正 

平 等 割 額 

（特定世帯） 
２，９００円 ３，３００円 第１３８条の２第３項第２号の改正 

平 等 割 額 

（特定継続世帯） 
４，３５０円 ４，９５０円 第１３８条の２第３項第３号の改正 

 

 

 

 



 

 

これに伴い低所得者層の高負担を緩和させるため、国民健康保険税の減額を次の

ように改正する。 

 

【基礎課税額】 

 現  行 改  正 備  考 

７ 割

軽減額 

均等割 １２，３９０円 １１，６９０円 第１４６条第１号アの改正 

平等割 

（下記以外） 
２１，４９０円 ２０，９３０円 第１４６条第１号イ（ア）の改正 

平等割 

（特定世帯） 
１０，７４５円 １０，４６５円 第１４６条第１号イ（イ）の改正 

平等割 

（特定継続世帯） 
１６，１１８円 １５，６９８円 第１４６条第１号イ（ウ）の改正 

５ 割

軽減額 

均等割 ８，８５０円 ８，３５０円 第１４６条第２号アの改正 

平等割 

（下記以外） 
１５，３５０円 １４，９５０円 第１４６条第２号イ（ア）の改正 

平等割 

（特定世帯） 
７，６７５円 ７，４７５円 第１４６条第２号イ（イ）の改正 

平等割 

（特定継続世帯） 
１１，５１３円 １１，２１３円 第１４６条第２号イ（ウ）の改正 

２ 割

軽減額 

均等割 ３，５４０円 ３，３４０円 第１４６条第３号アの改正 

平等割 

（下記以外） 
６，１４０円 ５，９８０円 第１４６条第３号イ（ア）の改正 

平等割 

（特定世帯） 
３，０７０円 ２，９９０円 第１４６条第３号イ（イ）の改正 

平等割 

（特定継続世帯） 
４，６０５円 ４，４８５円 第１４６条第３号イ（ウ）の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【後期高齢者支援金等課税額】 

 現  行 改  正 備  考 

７ 割

軽減額 

均等割 ５，１１０円 ６，０２０円 第１４６条第１号ウの改正 

平等割 

（下記以外） 
４，０６０円 ４，６２０円 第１４６条第１号エ（ア）の改正 

平等割 

（特定世帯） 
２，０３０円 ２，３１０円 第１４６条第１号エ（イ）の改正 

平等割 

（特定継続世帯） 
３，０４５円 ３，４６５円 第１４６条第１号エ（ウ）の改正 

５ 割

軽減額 

均等割 ３，６５０円 ４，３００円 第１４６条第２号ウの改正 

平等割 

（下記以外） 
２，９００円 ３，３００円 第１４６条第２号エ（ア）の改正 

平等割 

（特定世帯） 
１，４５０円 １，６５０円 第１４６条第２号エ（イ）の改正 

平等割 

（特定継続世帯） 
２，１７５円 ２，４７５円 第１４６条第２号エ（ウ）の改正 

２ 割

軽減額 

均等割 １，４６０円 １，７２０円 第１４６条第３号ウの改正 

平等割 

（下記以外） 
１，１６０円 １，３２０円 第１４６条第３号エ（ア）の改正 

平等割 

（特定世帯） 
５８０円 ６６０円 第１４６条第３号エ（イ）の改正 

平等割 

（特定継続世帯） 
８７０円 ９９０円 第１４６条第３号エ（ウ）の改正 

 

 

なお、この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



分／方式 

医療基礎 

後期高齢者
支援金 

介護納付金 

所得割 

8.22% 

2.50% 

2.23% 

均等割
（人数） 

17,700円 

7,300円 

6,800円 

平等割
（世帯） 

30,700円 

5,800円 

6,400円 

分／方式 所得割 均等割 平等割 

医療基礎 ▲ 0.34% ▲1,000円 ▲ 800円 

後期支援 0.31% 1,300円 800円 

介護納付金 0% 0円 0円 

増減 ▲0.03% 300円 0円 

分／方式 

医療基礎 

後期高齢者
支援金 

介護納付金 

所得割 

7.88% 

2.81% 

2.23% 

均等割
（人数） 

16,700円 

8,600円 

6,800円 

平等割
（世帯） 

29,900円 

6,600円 

6,400円 

６５歳以上 単身 
 年金収入のみ 

【７割軽減に該当】 
収入１５０万円 → 所得３０万円 

４０歳代 夫婦 
夫の給与収入のみ 
【軽減の該当なし】 

収入 ３００万円→所得１９２万円 

旧税率 増減 新税率 旧税率 増減 新税率 

18,400 なし 18,400 312,200 
+100円 

(+0.03%) 
312,300 

※ 所得は基礎控除（３３万円）前の所得金額 

 

 基本的に現在の保険税率を据置きながら、各区分において収支バランスが改善できるように調整を図った。 
 医療基礎は引き下げとなるが、後期支援は引上げとなる。但し、全体の税率としては、ほぼ変化なし。 
 介護納付金の税率を据置いたことで、半数以上の世帯で増減なし若しくは減額となる。 

協議事項第1号資料 



新税率と旧税率の年間増減額早見表 新税率による国保税年間額早見表 【単位：円】

☆該当する収入と世帯人数で、税額の年間増減額を確認できます。 【単位：円】 A表【全世帯共通】 B表【40～64歳】

65歳以上 65歳未満 １人いる ２人いる

1,530,000 1,030,000 980,000 330,000 0 100 300 400 18,400 26,000 33,700 41,300 3,900 6,000

1,805,000 1,305,000 1,255,000 605,000 0 300 300 600 60,200 72,900 85,500 98,200 12,700 16,100

2,030,000 1,600,000 1,480,000 830,000 100 100 300 400 102,800 96,900 109,600 122,200 21,700 21,100

2,080,000 1,670,000 1,530,000 880,000 100 100 200 400 120,500 102,200 114,900 127,500 25,400 22,200

2,355,000 2,040,000 1,900,000 1,155,000 0 300 200 300 149,900 157,800 144,300 156,900 31,500 34,300

2,530,000 2,273,000 2,156,000 1,330,000 0 200 500 300 168,700 176,500 196,800 175,700 35,500 38,300

2,630,000 2,406,000 2,300,000 1,430,000 ▲ 100 200 400 300 179,300 204,600 207,400 186,400 37,700 44,500

2,905,000 2,773,000 2,692,000 1,705,000 ▲ 100 200 300 600 208,700 234,000 236,800 257,100 43,800 50,600

3,030,000 2,940,000 2,868,000 1,830,000 ▲ 200 100 300 400 222,100 247,400 250,200 270,400 46,600 53,400

3,180,000 3,140,000 3,084,000 1,980,000 ▲ 200 100 400 400 238,100 263,400 288,700 286,400 49,900 56,700

3,476,000 2,255,000 ▲ 400 ▲ 100 200 300 267,400 292,700 318,000 315,800 56,100 62,900

3,584,000 2,330,000 ▲ 300 0 300 300 275,600 300,900 326,200 323,900 57,800 64,600

3,836,000 2,530,000 ▲ 400 ▲ 100 200 500 296,900 322,200 347,500 372,800 62,200 69,000

4,180,000 2,805,000 ▲ 400 ▲ 100 200 500 326,300 351,600 376,900 402,200 68,300 75,100

4,212,000 2,830,000 ▲ 500 ▲ 200 100 400 329,000 354,300 379,600 404,900 68,900 75,700

4,524,000 3,080,000 ▲ 500 ▲ 200 100 400 355,700 381,000 406,300 431,600 74,500 81,300

4,836,000 3,330,000 ▲ 600 ▲ 300 0 300 382,500 407,800 433,100 458,400 80,100 86,900

4,868,000 3,355,000 ▲ 600 ▲ 300 0 300 385,100 410,400 435,700 461,000 80,600 87,400

5,212,000 3,630,000 ▲ 700 ▲ 400 ▲ 100 200 414,500 439,800 465,100 490,400 86,700 93,500

5,460,000 3,830,000 ▲ 800 ▲ 500 ▲ 200 100 435,900 461,200 486,500 511,800 91,200 98,000

5,556,000 3,905,000 ▲ 700 ▲ 400 ▲ 100 200 443,900 469,200 494,500 519,800 92,900 99,700

5,900,000 4,180,000 ▲ 900 ▲ 600 ▲ 300 0 473,200 498,500 523,800 549,100 99,000 105,800

6,084,000 4,330,000 ▲ 900 ▲ 600 ▲ 300 0 489,400 514,700 540,000 565,300 102,400 109,200

6,584,000 4,730,000 ▲ 1,000 ▲ 700 ▲ 400 ▲ 100 532,100 557,400 582,700 608,000 111,300 118,100

6,700,000 4,830,000 ▲ 1,100 ▲ 800 ▲ 500 ▲ 200 542,800 568,100 593,400 618,700 113,500 120,300

6,892,000 5,005,000 ▲ 1,100 ▲ 800 ▲ 500 ▲ 200 561,400 586,700 612,000 637,300 117,400 124,200

7,200,000 5,280,000 ▲ 1,200 ▲ 900 ▲ 600 ▲ 300 590,800 616,100 641,400 666,700 123,500 130,300

国保税額の計算方法

A表で該当となる収入と世帯人数から税額を確認　⇒　40～64歳の方がいる場合は、B表で税額を確認　⇒　A表とB表の税額を足します。

※増減額並びに税額は、目安の金額となりますので、所得額や世帯条件により、実際の額とは異なります。

※表の税額は、平成３０年８月時点の算定税額となりますので、法改正による軽減世帯の拡充などにより変更となる可能性があります。

4人世帯
世帯に40～64歳が

2人世帯 3人世帯1人世帯

6,017,000

2人世帯 3人世帯
年金収入

給与収入 所　　　得 1人世帯 4人世帯

3,506,000

3,606,000

4,252,000

3,873,000

4,223,000

7,135,000

4,547,000

4,841,000

4,870,000

5,194,000

5,429,000

5,517,000

5,841,000

6,488,000

6,605,000

6,811,000


